
○草加市指定特定相談支援事業所及び草加市指定障害児相談支援事業所の指定等に

関する規則 

平成２４年３月３０日 

規則第３０号 

改正 平成２４年４月１日規則第４０―２号 

平成２５年３月２８日規則第１５号 

平成２５年９月２日規則第３８―１号 

平成２９年３月３１日規則第２７号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平

成１７年法律第１２３号。以下「障害者総合支援法」という。）、障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法律施行令（平成１８年政令第１０号）、障害者

の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（平成１８年厚生労働

省令第１９号。以下「障害者総合支援法施行規則」という。）及び障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び

運営に関する基準（平成２４年厚生労働省令第２８号）並びに児童福祉法（昭和２２年

法律第１６４号）、児童福祉法施行令（昭和２３年政令第７４号）、児童福祉法施行規

則（昭和２３年厚生省令第１１号）及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業

の人員及び運営に関する基準（平成２４年厚生労働省令第２９号）に定めるもののほか、

指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所の指定等に関し必要な事項を定

めるものとする。 

（平２５規則１５・一部改正） 

（指定の申請等） 

第２条 障害者総合支援法第５１条の２０及び児童福祉法第２４条の２８の規定に基づく

申請並びに障害者総合支援法第５１条の２１及び児童福祉法第２４条の２９の規定に基

づく更新の申請は、指定特定相談支援事業所、指定障害児相談支援事業所指定（更新）

申請書（第１号様式）により行うものとする。 

２ 指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所の指定を受けた者は、その旨

を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。 

（平２５規則１５・一部改正） 



（変更の届出等） 

第３条 障害者総合支援法第５１条の２５第３項及び第４項並びに児童福祉法第２４条の

３２の規定に基づく届出は、障害者総合支援法施行規則第３４条の６０及び児童福祉法

施行規則第２５条の２６の７に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書（第

２号様式）により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開

届出書（第３号様式）により、それぞれ行うものとする。 

（平２５規則１５・一部改正） 

（事業所情報の提供） 

第４条 市長は、前２条の規定に基づく指定、指定の更新又は届出の受理（以下「指定等」

という。）をしたときは、埼玉県に対して当該指定等に係る事業所の情報を提供するこ

とができる。 

（公示） 

第５条 市長は、指定等をしたときは、障害者総合支援法第５１条の３０第２項及び児童

福祉法第２４条の３７の規定に基づき次に掲げる事項を公示するものとする。 

（1） 指定等に係る指定特定相談支援事業所又は指定障害児相談支援事業所の名称及び

主たる事務所の所在地 

（2） 指定等に係る事業所の名称及び所在地 

（3） 指定等の年月日 

（4） 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類 

（5） 事業の主たる対象者 

（6） 事業所番号 

（平２５規則１５・一部改正） 

（業務管理体制の届出） 

第６条 障害者総合支援法第５１条の３１第２項及び児童福祉法第２４条の３８第２項の

規定による届出は、業務管理体制の整備（区分の変更）に関する事項の届出書（第４号

様式）により行うものとする。 

（平２４規則４０―２・追加、平２５規則１５・一部改正） 

（届出事項の変更の届出） 

第７条 障害者総合支援法第５１条の３１第３項及び児童福祉法第２４条の３８第３項の

規定による届出事項の変更の届出は、業務管理体制の整備に関する届出事項の変更届出



書（第５号様式）により行うものとする。 

（平２４規則４０―２・追加、平２５規則１５・一部改正） 

（区分の変更の届出） 

第８条 障害者総合支援法第５１条の３１第４項及び児童福祉法第２４条の３８第４項の

規定による区分の変更の届出は、第６条に規定する届出書により行うものとする。 

（平２４規則４０―２・追加、平２５規則１５・一部改正） 

（届出情報の提供） 

第９条 市長は、前３条の規定による届出に関し、国及び都道府県に対して、情報を提供

することができる。 

（平２４規則４０―２・追加） 

（その他） 

第１０条 この規則に定めるもののほか、指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支

援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

（平２４規則４０―２・旧第６条繰下） 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は平成２４年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ 市長は、この規則の施行の日前においても、指定特定相談支援事業所及び指定障害児

相談支援事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。 

附 則（平成２４年規則第４０―２号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２５年規則第１５号） 

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年規則第３８―１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２９年規則第２７号） 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 



第１号様式（第２条関係） 

（平２５規則１５・平２５規則３８―１・平２９規則２７・一部改正） 

第２号様式（第３条関係） 

第３号様式（第３条関係） 

第４号様式（第６条関係） 

（平２４規則４０―２・追加） 

第５号様式（第７条関係） 

（平２４規則４０―２・追加） 

 


